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鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９）を指定感染症として定める等の政令に伴う 

学校保健安全法における取扱いについて（通知） 

 

 標記について、平成２５年５月２日付け事務連絡で文部科学省スポーツ・青少年局

学校健康教育課から別添写しのとおり周知の依頼がありましたのでお知らせします。 

 つきましては、学校保健安全法における取扱いについて御理解の上、適切な対応を

お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：保健体育課健康教育担当 

                        丹 戸         
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